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平成 27年度後期（第 3期）トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム応募学生用 

    

JASSO第二種奨学金家計基準の参考資料 

大学院学生対象 

平成 26年度在学生用 奨学金案内（大学院）から抜粋 

 

グローバル教育部より： 

 トビタテ！留学 JAPAN第 3期の派遣要件の家計基準はこれです。 

 本人と配偶者の収入合計が対象となります。 
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グローバル教育部より： 

該当する書類を、3月 17日までにグローバル教育部宛提出してください。 

 紙媒体（郵送・持ち込み）、電子媒体いずれでも可です。 

 場所は、鶴甲第 1キャンパス（国文キャンパス）N棟４F（403）です。 

 

なお、平成 26年度の授業料免除等、JASSO奨学金に申請した方につい

ては、申請時に提出された書類を活用しますので、このたびの提出は不要

です。 
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学部学生対象 

※平成 26年度在学生用 奨学金案内（大学等）から抜粋 

 

グローバル教育部より： 

 トビタテ！留学 JAPAN第 3期の派遣要件の家計基準はこれです。 

 家庭全体の収入の合計が対象となります。（例：母親のアルバイト・

パート収入を含みます。） 
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グローバル教育部より： 

該当する書類を 3月 17日までにグローバル教育部宛提出してください。 

紙媒体（郵送・持ち込み）、電子媒体いずれでも可です。 

  場所は、鶴甲第 1キャンパス（国文キャンパス）N棟４F（403）です。 

  

なお、平成 26 年度の授業料免除等、JASSO 奨学金に申請した方について

は、申請時に提出された書類を活用しますので、このたびの提出は不要です。 
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以下（P5～P7）、参考に掲載します。【グローバル教育部】 
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